
 

(7) 適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用） 

 この届出書には、個人番号の記載欄があります。青色コーナーに従事する青色申告会の

役職員等はコーナー来訪者の個人番号を取り扱うことはできません。コーナー来訪者が個

人番号を記入等する際には筆記所に案内するか、税務署員に引き継ぐ必要があります。 

 

 

18 

101 0062

千代田区神田駿河台２－９

神 田

       

青色 太郎

同 上

○○ ○○ ○○

03 3294 2301

✔

                

屋号は記載しません。

【公表に関する留意事項】

登録事業者は国税庁ホームページで氏名と登録番号が

公表されます。主たる屋号、主たる事業所の所在地等、

通称、旧姓の公表を追加で希望する場合は20ページの

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申

出書」を提出します。

免税事業者が登録申請する場合を記載してあります。 


